
インタフェース仕様書 保険者編 新旧対照表 

 

 

 （内容現在 平成３０年４月１日） 

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

1 表紙 
平成 ２９年 ７月 

同 
平成 ３０年 ４月 

2 １７ 

項番５２ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額を設定する 

同 

項番５２ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額を設定する 

3 １８－１ 

項番７７ 

<備考> 

※２ 

※４０ 

※４１ 

※４３ 

同 

項番７７ 

<備考> 

※２ 

※４０ 

※４１ 

※４３ 

※４４ 

4 １８－１ 

項番７８ 

<備考> 

※２ 

※４０ 

※４３ 

同 

項番７８ 

<備考> 

※２ 

※４０ 

※４３ 

※４４ 

5 ― 

 

１８－１ 

項番７９に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用開始年月日 

6 ― 

 

１８－１ 

項番８０に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用終了年月日 

7 ― 

 

１８－１ 

項番８１に以下の項目を追加 

<項目名> 

住所地郵便番号 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

8 １８－３ 

※４１ 利用者負担減免・旧措置

入所者 給付率は通常被保険者、

旧措置入所者においては１００

から９０までを登録する事とし、

８９以下が設定された場合はエ

ラーとして台帳への登録は行わ

ない。但し、二割負担対象者とし

て二割負担 適用開始日が設定さ

れている場合（旧措置入所者は除

く）については、７９以下が設定

された場合エラーとし、１００か

ら８０までの登録を可能とする。 

１８－４ 

※４１ 利用者負担減免・旧措置

入所者 給付率は通常被保険者、

旧措置入所者においては１００

から９０までを登録する事とし、

８９以下が設定された場合はエ

ラーとして台帳への登録は行わ

ない。但し、二割負担対象者とし

て二割負担 適用開始日が設定さ

れている場合（旧措置入所者は除

く）については、７９以下が設定

された場合エラーとし、１００か

ら８０までの登録を可能とする。

また、三割負担対象者として三割

負担適用開始日が設定されてい

る場合（旧措置入所者は除く）に

ついては、６９以下が設定されて

いた場合エラーとし、１００から

７０までの登録を可能とする。 

9 ― 

 

１８－４ 

※４４ 二割負担の適用期間と

三割負担の適用期間は重複しな

い。 

10 ― 

 

１８－４ 

※４５ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、異動年月日が平成

30 年 8 月 1 日以降の情報におい

て、設定する。異動年月日が平成

30年 7月 31日以前の情報におい

て、設定された場合はエラーとし

て台帳への登録は行わない。な

お、処理年月が平成 30 年 4 月以

前の場合、本項目の設定は不要と

し、旧インタフェースとする。設

定された場合はエラーとして台

帳への登録は行わない。 

11 ― 

 

１８－４ 

※４６ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、設定する。なお、

処理年月が平成 30 年 4 月以前の

場合、本項目の設定は不要とし、

旧インタフェースとする。設定さ

れた場合はエラーとして台帳へ

の登録は行わない。 

12 １８－４ 

チェック１ ① 

<保険給付率> 

80％～100％ 

１８－５ 

チェック１ ① 

<保険給付率> 

70％～100％ 

13 １８－４ 

チェック３ 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック５を行う 

１８－５ 

チェック３ 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック６を行う 

14 １８－４ 

チェック４ 

<チェック詳細 ①> 

⇒保険給付率を 70%で決定する。 

１８－５ 

チェック４ 

<チェック詳細 ①> 

⇒チェック５を行う。 

15 １８－４ 

チェック４ ① 

<保険給付率> 

７０％ 

※２ 

１８－５ 

チェック４ ① 

<保険給付率> 

―  



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

16 １８－４ 

チェック４ 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック５を行う。 

１８－５ 

チェック４ 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック６を行う。 

17 ― 
 

１８－５ 
チェック５「保険給付率引下げ時

の保険給付率の決定」を追加 

18 ― 
 

１８－５ 
チェック６「三割負担対象者の確

認」を追加 

19 １８－４ 

チェック５「二割負担対象者の確

認」 

<チェック詳細 ①> 

①サービス提供年月の全てが二

割負担対象期間に含まれる場

合（※３） 

 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック６を行う。 

１８－５ 

チェック７「二割負担対象者の確

認」 

<チェック詳細 ①> 

①サービス提供年月の全てが二

割負担対象期間に含まれる場

合（※４） 

 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック８を行う。 

20 １８－４ 

チェック６「保険給付率の決定」 

<チェック詳細> 

チェック５までに当てはまらな

い場合 

１８－６ 

チェック８「保険給付率の決定」 

<チェック詳細> 

チェック７までに当てはまらな

い場合 

21 ― 

 

１８－６ 

※２ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要介護認定、また

は要支援認定され、かつ認定有効

開始年月日と三割負担適用開始

日が同日の場合も該当する。 

22 １８－４ 

※２ 通常被保険者、二割負担対

象者ともに 70%で決定。 

 

１８－６ 

※３ 通常被保険者、二割負担対

象者ともに 70%で決定。三割負担

対象者の場合、60%で決定。 

23 １８－４ 

※３ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要介護認定、また

は要支援認定され、かつ認定有効

開始年月日と二割負担適用開始

日が同日の場合も、保険給付率を

80%とする。 

１８－６ 

※４ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要介護認定、また

は要支援認定され、かつ認定有効

開始年月日と二割負担適用開始

日が同日の場合も該当する。 

24 １８－５ 

 

１８－７ 

受給者異動連絡票の設定内容の

表 

「三割負担適用期間」の列を追加 

25 １８－５ 

№1 

<判定保険給付率> 

80％～100％ 

※３ 

１８－７ 

№1 

<判定保険給付率> 

70％～100％ 

※３ 

26 １８－５ 

№1、№2 

<利用者負担減免・旧措置入所者 

給付率> 

80～100% 

※２ 

※３ 

１８－７ 

№1、№2 

<利用者負担減免・旧措置入所者 

給付率> 

70～100% 

※２ 

※３ 

27 １８－５ 

 

１８－７ 

№5、№6、№10、N11、№13、№

14 

行追加 

28 １８－５ 
№5～10 

１８－７ 
№7～16 に変更 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

29 １８－５ 

№5 

<二割負担適用期間> 

※４ 

<判定保険給付率> 

※４ 

<判定内容> 

※４ 

１８－７ 

№7 

<二割負担適用期間> 

※５ 

<判定保険給付率> 

※５ 

<判定内容> 

※５ 

30 １８－５ 

№8 

<公費負担上限額減額の有無> 

－ 

１８－７ 

№12 

<公費負担上限額減額の有無> 

１：無し 

31 １８－５ 

№9  

＜公費負担上限額減額の有無＞ 

－ 

＜二割負担適用期間＞ 

※４ 

＜判定保険給付率＞ 

※４ 

＜判定内容＞ 

※４ 

１８－７ 

№15 

＜公費負担上限額減額の有無＞ 

１：無し 

＜二割負担適用期間＞ 

※５ 

＜判定保険給付率＞ 

※５ 

＜判定内容＞ 

※５ 

32 １８－５ 

№10 

＜公費負担上限額減額の有無＞ 

－ 

１８－７ 

№16 

＜公費負担上限額減額の有無＞ 

１：無し 

33 １８－５ 

※２ 通常被保険者は 90～

100%、二割負担対象者は 80～

100%とする。 
１８－８ 

※２ 通常被保険者は 90～

100%、二割負担対象者は 80～

100%、三割負担対象者は 70%～

100%とする。 

34 ― 

 

１８－８ 

※４ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要介護認定、また

は要支援認定され、かつ認定有効

開始年月日と三割負担適用開始

日が同日の場合、保険給付率を

70%とする。 

35 １８－５ 
※４ 

１８－８ 
※５ 

36 ― 

 

１８－８ 

※６ 当該サービス提供年月の 

月途中に新規で要介護認定、また 

は要支援認定され、かつ認定有効 

開始年月日と三割負担適用開始 

日が同日の場合、保険給付率を 

60%とする。 

 

37 １８－６ 

チェック１ ① 

<事業給付率> 

80～100% 

１８－９ 

チェック１ ① 

<事業給付率> 

70～100% 

38 ― 
 

１８－９ 
チェック２の追加 

「三割負担対象者の確認」 追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

39 １８－６ 

チェック２「二割負担対象者の確

認」 

<チェック詳細 ①> 

①サービス提供年月の全てが二

割負担対象期間に含まれる場

合（※１） 

 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック３を行う。 

１８－９ 

チェック３「二割負担対象者の確

認」 

<チェック詳細 ①> 

①サービス提供年月の全てが二

割負担対象期間に含まれる場

合（※２） 

 

<チェック詳細 ②> 

⇒チェック４を行う。 

40 １８－６ 

チェック３「事業給付率の決定」 

<チェック詳細> 

チェック２までに当てはまらな

い場合 

１８－９ 

チェック４「事業給付率の決定」 

<チェック詳細> 

チェック３までに当てはまらな

い場合 

41 ― 

 

１８－９ 

※１ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要支援認定、また

は事業対象者について介護予防

ケアマネジメント作成（変更）依

頼の届出を行った場合、かつ認定

有効開始年月日と三割負担適用

開始日が同日の場合も該当する。 

42 １８－６ 

※１ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要支援認定、また

は事業対象者について介護予防

ケアマネジメント作成（変更）依

頼の届出を行った場合、かつ認定

有効開始年月日と二割負担適用

開始日が同日の場合も、事業給付

率を 80%とする。 

１８－９ 

※２ 当該サービス提供年月の 

月途中に新規で要支援認定、また 

は事業対象者について介護予防 

ケアマネジメント作成（変更）依 

頼の届出を行った場合、かつ認定 

有効開始年月日と二割負担適用 

開始日が同日の場合も該当する。 

 

43 １８－７ 

 

１８－１０ 

受給者異動連絡票の設定内容の

表 

「三割負担適用期間」の列を追加 

44 １８－７ 

№1 

<利用者負担減免・旧措置入所者

給付率> 

80～100% 

 

<判定事業給付率> 

80％～100％ 

１８－１０ 

№1 

<利用者負担減免・旧措置入所者

給付率> 

70～100% 

 

<判定事業給付率> 

70％～100％ 

45 １８－７ 

№2 

<利用者負担減免・旧措置入所者

給付率> 

80～100% 

１８－１０ 

№2 

<利用者負担減免・旧措置入所者

給付率> 

70～100% 

46 １８－７ 

 

１８－１０ 

№4、№5 

行追加 

47 １８－７ 

№4～5 

１８－１０ 

№6～7に変更 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

48 １８－７ 

№4  

<判定事業給付率> 

※２ 

<判定内容> 

※２ 

１８－１０ 

№6 

<判定事業給付率> 

※３ 

<判定内容> 

※３ 

49 １８－７ 

 

１８－１０ 

凡例に以下を追加 

－…設定内容にかかわらず同じ

判定となる 

50 １８－７ 

※１ 通常被保険者は 90～

100%、二割負担対象者は 80～

100%とする。 
１８－１０ 

※１ 通常被保険者は 90～

100%、二割負担対象者は 80～

100%、三割負担対象者は 70～

100%とする。 

51 ― 

 

１８－１０ 

※２ 当該サービス提供年月の

月途中に新規で要支援認定、また

は事業対象者について介護予防

ケアマネジメントの作成（変更）

依頼の届出を行った場合、かつ認

定有効開始年月日と三割負担適

用開始日が同日の場合、事業給付

率を 70%とする。 

52 １８－７ 
※２ 

１８－１０ 
※３ 

53 ３０－２ 

項番５２ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額を設定する 

同 

項番５２ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額を設定する 

54 ３０－３ 

項番７７ 

<備考> 

※２ 

※１０ 

※１１ 

※１３ 

同 

項番７７ 

<備考> 

※２ 

※１０ 

※１１ 

※１３ 

※１４ 

55 ３０－３ 

項番７８ 

<備考> 

※２ 

※１０ 

※１３ 

同 

項番７８ 

<備考> 

※２ 

※１０ 

※１３ 

※１４ 

56 ― 

 

３０－４ 

項番７９に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用開始年月日 

57 ― 

 

３０－４ 

項番８０に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用終了年月日 

58 ― 

 

３０－４ 

項番８１に以下の項目を追加 

<項目名> 

住所地郵便番号 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

59 ３０－４ 

※１１ 利用者負担減免・旧措置

入所者 給付率は通常被保険者、

旧措置入所者においては１００

から９０までを登録する事とし、

８９以下が設定された場合はエ

ラーとして台帳への登録は行わ

ない。但し、二割負担対象者とし

て二割負担 適用開始日が設定さ

れている場合（旧措置入所者は除

く）については、７９以下が設定

された場合エラーとし、１００か

ら８０までの登録を可能とする。 

同 

※１１ 利用者負担減免・旧措置

入所者 給付率は通常被保険者、

旧措置入所者においては１００

から９０までを登録する事とし、

８９以下が設定された場合はエ

ラーとして台帳への登録は行わ

ない。但し、二割負担対象者とし

て二割負担 適用開始日が設定さ

れている場合（旧措置入所者は除

く）については、７９以下が設定

された場合エラーとし、１００か

ら８０までの登録を可能とする。

また、三割負担対象者として三割

負担適用開始日が設定されてい

る場合（旧措置入所者は除く）に

ついては、６９以下が設定されて

いた場合エラーとし、１００から

７０までの登録を可能とする。 

60 ― 

 

３０－４ 

※１４ 二割負担の適用期間と

三割負担の適用期間は重複しな

い。 

61 ― 

 

３０－４ 

※１５ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、異動年月日が平成

30 年 8 月 1 日以降の情報におい

て、設定する。異動年月日が平成

30年 7月 31日以前の情報におい

て、設定された場合はエラーとし

て台帳への登録は行わない。な

お、処理年月が平成 30 年 4 月以

前の場合、本項目の設定は不要と

し、旧インタフェースとする。設

定された場合はエラーとして台

帳への登録は行わない。 

62 ― 

 

３０－４ 

※１６ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、設定する。なお、

処理年月が平成 30 年 4 月以前の

場合、本項目の設定は不要とし、

旧インタフェースとする。設定さ

れた場合はエラーとして台帳へ

の登録は行わない。 

63 ３３ 

項番５４ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額を設定する 

同 

項番５４ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額を設定する 

64 ― 

 

３３－２ 

項番８１に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用開始年月日 
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65 ― 

 

３３－２ 

項番８２に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用終了年月日 

66 ― 

 

３３－２ 

項番８３に以下の項目を追加 

<項目名> 

住所地郵便番号 

67 ― 
 

３３－２ 
※１０ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、設定される。 

68 ４７ 

項番５３ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額を設定する 

同 

項番５３ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額を設定する 

69 ― 

 

４７－１ 

項番８０に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用開始年月日 

70 ― 

 

４７－１ 

項番８１に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用終了年月日 

71 ― 

 

４７－１ 

項番８２に以下の項目を追加 

<項目名> 

住所地郵便番号 

72 ４７－１ 
項番８０ 

有料老人ホーム等同意書の有無 
同 

項番８３ 

有料老人ホーム等同意書の有無 

73 ― 
 

４７－２ 
※１１ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、設定される。 

74 ６２ 

項番５６ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額を設定する 

同 

項番５６ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額を設定する 

75 ― 

 

６２－２ 

項番８３に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用開始年月日 

76 ― 

 

６２－２ 

項番８４に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用終了年月日 

77 ― 

 

６２－２ 

項番８５に以下の項目を追加 

<項目名> 

住所地郵便番号 

78 ６２－２ 
※９ 処理年月が平成 27 年 4 月

以降の場合、設定される。 
６２－３ 

※９ 処理年月が平成 27 年 5 月

以降の場合、設定される。 

79 ― 
 

６２－３ 
※１０ 処理年月が平成 30 年 5

月以降の場合、設定される。 
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80 ６６ 

項番５４ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額を設定する 

同 

項番５４ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額を設定する 

81 ― 

 

６６－１ 

項番８１に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用開始年月日 

82 ― 

 

６６－１ 

項番８２に以下の項目を追加 

<項目名> 

三割負担適用終了年月日 

83 ― 

 

６６－１ 

項番８３に以下の項目を追加 

<項目名> 

住所地郵便番号 

84 ― 
 

６６－１ 
※８ 処理年月が平成 30 年 5 月

以降の場合、設定される。 

85 ７３－２ 

<項目> 

二割負担適用開始年月日 

二割負担適用終了年月日 

 

<引き継がない条件> 

～省略～直前履歴の二割負担終

了年月日＜当該認定有効適用開

始年月日の場合、～省略～ 

同 

<項目> 

二割負担適用開始年月日 

二割負担適用終了年月日 

 

<引き継がない条件> 

～省略～直前履歴の二割負担適

用終了年月日＜当該認定有効適

用開始年月日の場合、～省略～ 

86 ― 

 

７３－２ 

以下の項目を追加 

三割負担適用開始年月日 

三割負担適用終了年月日 

87 １０２ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「ユニッ

ト型個室的多床室」に名称変更さ

れた帳票イメージに差し替え 

88 １０３ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「ユニッ

ト型個室的多床室」に名称変更さ

れた帳票イメージに差し替え 

89 １０４ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「居住費

（ユ・個多）負担限度額」に名称

変更された帳票イメージに差し

替え 

90 １０５ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「ユニッ

ト型個室的多床室」に名称変更さ

れた帳票イメージに差し替え 
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91 １０６ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「居住費

（ユ・個多）負担限度額」に名称

変更された帳票イメージに差し

替え 

92 １２２ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「ユニッ

ト型個室的多床室」に名称変更さ

れた帳票イメージに差し替え 

93 １２３ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「ユニッ

ト型個室的多床室」に名称変更さ

れた帳票イメージに差し替え 

94 １２４ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「居住費

（ユ・個多）負担限度額」に名称

変更された帳票イメージに差し

替え 

95 １２５ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「ユニッ

ト型個室的多床室」に名称変更さ

れた帳票イメージに差し替え 

96 １２６ 

 

同 

「住所地郵便番号」、「三割負担

適用開始年月日」、「三割負担適

用終了年月日」の追加、「居住費

（ユ・個多）負担限度額」に名称

変更された帳票イメージに差し

替え 

97 １６６ 

項番９ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費の場合

は、識別番号を設定する 

同 

項番９ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費の場合は、識別番号を設定す

る 

98 １８４ 

項番２６ 

<項目名> 

居住費（ユニット型準個室）負担

限度額 

 

<内容> 

被保険者の居住費（ユニット型準

個室）負担限度額を出力する 

同 

項番２６ 

<項目名> 

居住費（ユニット型個室的多床

室）負担限度額 

 

<内容> 

被保険者の居住費（ユニット型個

室的多床室）負担限度額を出力す

る 
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99 １８７ 

※３ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、

および、特別療養費の場合は“DK

“を指定する。 

再掲 施設等分（平成 24 年 5 月

審査以降）の場合、サービス種類

コードは“Z1“を、再掲 その他

分の場合は、“Z2“を指定する。 

同 

※３ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、

特別療養費、所定疾患施設療養

費、特別診療費及び緊急時施設診

療費の場合は“DK“を指定する。 

平成30年4月審査以前の所定疾患

施設療養費は、緊急時施設療養費

に含まれる。 

平成24年5月審査以降の再掲 施

設等分の場合、サービス種類コー

ドは“Z1“を、再掲 その他分の

場合は、“Z2“を指定する。 

100 １９４ 

項番７ 

<備考> 同 

項番７ 

<備考> 

※３ 

101 １９４ 

※３ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、

および、特別療養費の場合は“MD”

を出力する。 
同 

※３ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、

特別療養費、所定疾患施設療養

費、特別診療費及び緊急時施設診

療費の場合は“MD”を出力する。 

平成30年4月審査以前の所定疾患

施設療養費は、緊急時施設療養費

に含まれる。 

102 １９９ 

※３ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、

および、特別療養費の場合は“DK”

を指定する。 
同 

※３ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、

特別療養費、所定疾患施設療養

費、特別診療費及び緊急時施設診

療費の場合は“DK”を指定する。 

平成30年4月審査以前の所定疾患

施設療養費は、緊急時施設療養費

に含まれる。 

103 ２０７ 

※４ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、 

および、特別療養費の場合は“Ｄ

Ｋ”＋空白４文字～省略～ 
同 

※４ ～省略～ 

特定診療費、緊急時施設療養費、 

特別療養費、所定疾患施設療養

費、特別診療費及び緊急時施設診

療費の場合は“ＤＫ”＋空白４文

字～省略～ 

104 ２０７ 

※５ ～省略～ 

特定診療費の場合は“特定診療

費”、緊急時施設療養費の場合は

“緊急時施設療養費“、特別療養

費の場合は“特別療養費”を出力

する。 

同 

※５ ～省略～ 

特定診療費の場合は“特定診療

費”、緊急時施設療養費の場合は

“緊急時施設療養費“、特別療養

費の場合は“特別療養費”、所定

疾患施設療養費の場合は“所定疾

患施設療養費”、特別診療費の場

合は“特別診療費”、緊急時施設

診療費の場合は“緊急時施設診療

費”を出力する。 

平成 30 年 4 月審査以前の所定疾

患施設療養費は、緊急時施設療養

費に含まれる。 

105 ２２５ 

 

同 

「ユニット型準個室」を「ユニッ

ト型個室的多床室」に変更した帳

票イメージに差し替え 
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106 ２４２ 

 

同 

「ユニット型準個室」を「ユニッ

ト型個室的多床室」に変更した帳

票イメージに差し替え 

107 ２４３－２ 

 

同 

目コード（介護予防・日常生活支

援総合事業）の名称を変更した帳

票イメージに差し換え 

108 ２４５－２ 

 

同 

目コード（介護予防・日常生活支

援総合事業）の名称を変更した帳

票イメージに差し換え 

109 ２４７－１ 

 

同 

目コード（介護予防・日常生活支

援総合事業）の名称を変更した帳

票イメージに差し換え 

110 ２４９－１ 

 

同 

目コード（介護予防・日常生活支

援総合事業）の名称を変更した帳

票イメージに差し換え 

111 ― 

 

２８１－１ 

「３．１．１２ 高額介護サービ

ス費月別集計処理情報受け渡し

概要」 

を追加 

112 ― 

 

２８１－２ 

「高額介護サービス費月別集計

処理情報受け渡し概要図」 

を追加 

113 ― 

 

２８３ 

項番(5)に以下を追加 

<識別> 

2157 

114 ― 

 

２８３ 

項番(10)に以下を追加 

<識別> 

2196 

115 ― 

 

２８３－１ 

項番(18)に以下を追加 

<識別> 

2158 

116 

２８３ 

～ 

２８３－１ 

項番(5)～(25) ２８３ 

～ 

２８３－２ 

項番(6)～(28)に変更 

117 ２８３－１ 

項番(22) 

<識別> 

※１０ 

同 

項番(25) 

<識別> 

※10 

118 ２８３－１ 

※１ サービス提供年月が平成

１３年１２月以前の交換情報識

別番号は、(3)の場合”2141”、(4)

の場合”2151”、(5)の場合”2161”

をそれぞれ設定する。 

２８３－２ 

※１ サービス提供年月が平成

１３年１２月以前の交換情報識

別番号は、(3)の場合”2141”、(4)

の場合”2151”、(6)の場合”2161”

をそれぞれ設定する。 

119 ２８３－１ 

※２ サービス提供年月が平成

１５年３月以前の交換情報識別

番号は、(5)の場合”2162”、(7)

の場合”2181”、(8)の場合”2191”、

(9)の場合”21A1”をそれぞれ設

定する。 

２８３－２ 

※２ サービス提供年月が平成

１５年３月以前の交換情報識別

番号は、(6)の場合”2162”、(8)

の場合”2181”、(9)の場合”2191”、

(11)の場合”21A1”をそれぞれ設

定する。 
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120 ２８３－２ 

※３ サービス提供年月が平成

１５年４月以降、平成１７年９月

以前の交換情報識別番号は、(3)

の場合”2142”、(4)の場合”2152”、

(5)の場合”2163”、(7)の場合”

2182”、(8)の場合”2192”、(9)

の場合”21A2”をそれぞれ設定す

る。 

同 

※３ サービス提供年月が平成

１５年４月以降、平成１７年９月

以前の交換情報識別番号は、(3)

の場合”2142”、(4)の場合”2152”、

(6)の場合”2163”、(8)の場合”

2182”、(9)の場合”2192”、(11)

の場合”21A2”をそれぞれ設定す

る。 

121 ２８３－２ 

※６ サービス提供年月が平成

１７年１０月以降、平成２０年４

月以前の交換情報識別番号は、

(4)の場合”2153”、(8)の場合”

2193”をそれぞれ設定する。 

同 

※６ サービス提供年月が平成

１７年１０月以降、平成２０年４

月以前の交換情報識別番号は、

(4)の場合”2153”、(9)の場合”

2193”をそれぞれ設定する。 

122 ２８３－２ 

※８ サービス提供年月が平成

１８年４月以降、平成２１年３月

以前の交換情報識別番号は、(10)

の場合”21B2”、(23)の場合”21B3”

をそれぞれ設定する。 

同 

※８ サービス提供年月が平成

１８年４月以降、平成２１年３月

以前の交換情報識別番号は、(12)

の場合”21B2”、(26)の場合”21B3”

をそれぞれ設定する。 

123 ２８３－２ 
※１０ 

同 
※10 

124 ― 
 

２８３－２ 
※11を追加 

125 ― 

 

２８６ 

項番(3)に以下を追加 

<識別> 

3412  

126 ― 

 

２８６ 

項番(4)に以下を追加 

<識別> 

3422 

127 ― 

 

２９８－１ 

「３．２．１９ 高額介護サービ

ス費月別集計処理情報（出力情

報）」 

を追加 

128 ３０５ 

４：緊急時施設療養情報レコード

（複数レコード） 

緊急時施設療養を受けた場合に

緊急時施設療養に関する情報を

格納する。 

同 

４：緊急時施設療養・緊急時施設

診療情報レコード（複数レコー

ド） 

緊急時施設療養又は緊急時施設

診療を受けた場合に緊急時施設

療養又は緊急時施設診療に関す

る情報を格納する。 

129 ３０５ 

６：特定診療費・特別療養費情報

レコード（複数レコード） 

特定診療又は特別療養を受けた

場合に特定診療又は特別療養に

関する情報を格納する。 

同 

６：特定診療費・特別療養費・特

別診療費情報レコード（複数レコ

ード） 

特定診療、特別療養又は特別診療

を受けた場合に特定診療、特別療

養又は特別診療に関する情報を

格納する。 

130 ― 

 

３０５－１ 

１４：基本摘要情報レコード（複

数レコード） 

介護給付費請求において摘要種

類と内容を格納する。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

131 ３０５－２ 

様式第二… 居宅サービス介護

給付費償還明細書 

～ 訪問介護・訪問入浴介護・訪

問看護・訪問リハ・居宅療養管理

指導・通所介護・通所リハ・福祉

用具貸与・定期巡回・随時対応型

訪問介護看護・夜間対応型訪問介

護・認知症対応型通所介護・小規

模多機能型居宅介護（短期利用以

外）・複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用以

外）・地域密着型通所介護・小規

模多機能型居宅介護（短期利

用）・複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用） 

同 

様式第二… 居宅サービス介護

給付費償還明細書 

～ 訪問介護・訪問入浴介護・訪

問看護・訪問リハ・居宅療養管理

指導・通所介護・通所リハ・福祉

用具貸与・定期巡回・随時対応型

訪問介護看護・夜間対応型訪問介

護・地域密着型通所介護・認知症

対応型通所介護・小規模多機能型

居宅介護（短期利用以外）・複合

型サービス（看護小規模多機能型

居宅介護・短期利用以外）・小規

模多機能型居宅介護（短期利

用）・複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用） 

132 ３０５－２ 
様式第二の二 

介護予防訪問介護 
同 

様式第二の二 

（削除） 

133 ３０５－２ 

様式第二の二 

介護予防通所介護 
同 

様式第二の二 

（削除） 

134 ― 

 

３０５－２ 

以下を追加 

様式第四の三… 居宅サービス

介護給付費明細書 

～ 介護医療院における短期入

所療養介護 

様式第四の四… 介護予防サー

ビス給付費請求明細書 

～ 介護医療院における介護予

防短期入所療養介護 

135 ― 

 

３０６ 

以下を追加 

様式第九の二… 施設介護給付

費請求明細書 

～ 介護医療院 

136 ３０７ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

137 ３０７ 

 

同 

「基本摘要情報レコード（複数レ

コード」 

の行を追加 

138 ３０７ 
「緊急時施設療養情報レコード 

（複数レコード）」 
同 

「緊急時施設療養・緊急時施設診

療情報レコード（複数レコード）」 

139 ３０７ 

「特定診療費・特別療養費情報レ

コード（複数レコード）」 同 

「特定診療費・特別療養費・特別

診療費情報レコード（複数レコー

ド）」 

140 ３０７ 

※１… 緊急時治療費の請求が

ある場合のみ（様式第九は平成２

４年３月以前提供分まで） 
同 

※１… 緊急時施設療養・緊急時

施設診療の請求がある場合のみ

（様式第九は平成２４年３月以

前提供分まで） 

141 ３０７ 

※２… 特定診療費・特別療養費

の請求がある場合のみ 同 

※２… 特定診療費・特別療養

費・特別診療費の請求がある場合

のみ 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

142 ― 
 

３０７ 
※８… 基本摘要情報がある場

合のみ 

143 ３１０－２ 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

緊急時施設療養情報レコード 
同 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

情報レコード 

144 ３１０－２ 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

145 ― 
 

３１０－３ 
レコード構成図：様式第四の三・

四の四を追加 

146 ３１１－１ 

レコード構成図：様式第五・五の

二 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第五・五の

二 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

147 ３１７－３ 

レコード構成図：様式第九 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第九 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

148 ― 
 

３１７－４ 
レコード構成図：様式第九の二 

を追加 

149 ３１９－１ 

レコード構成図：様式第十 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第十 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

150 ３２３ 

項番３２、３８、４４ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番３２、３８、４４ 

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 

151 ３２３ 

項番３３、３９、４５ 

<内容> 

特定診療費又は特別療養費 
同 

項番３３、３９、４５ 

<内容> 

特定診療費、特別療養費又は特別

診療費 

152 ３２４ 

項番５０ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番５０ 

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 

153 ３２４ 

項番５１ 

<内容> 

特定診療費又は特別療養費 
同 

項番５１ 

<内容> 

特定診療費、特別療養費又は特別

診療費 

154 ―  ３２４－１ 
・基本摘要情報レコード（複数レ

コード）を追加 

155 ３２５ 

項番１９ 

<備考> 

 

同 

項番１９ 

<備考> 

※７ 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

156 ３２５－１ 

※６ 

同 

※６に以下を追加 

・訪問介護（指定居宅介護事業所

で障害者居宅介護従業者基礎研

修課程修了者等により行われる

場合、指定居宅介護事業所で重度

訪問介護従業者養成研修修了者

により行われる場合又は指定重

度訪問介護事業所が行う場合）、

通所介護、短期入所生活介護、介

護予防短期入所生活介護、地域密

着型通所介護における共生型サ

ービス 

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問

看護、訪問リハビリテーション、

介護予防訪問入浴介護、介護予防

訪問看護、介護予防訪問リハビリ

テーション、夜間対応型訪問介護

における事業所と同一建物の利

用者又はこれ以外の同一建物の

利用者 20 人以上にサービスを行

う場合 

157 ― 
 

３２５－１ 
※７を追加 

158 ３２５－２ 

※４ 

・福祉用具貸与（介護予防を含む） 

・訪問看護（定期巡回・随時対応

型訪問介護看護）、介護予防訪問

介護、介護予防通所介護、介護予

防通所リハビリテーション、夜間

対応型訪問介護、小規模多機能型

居宅介護（介護予防を含む）、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護

及び複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護）（ただし、日

割り計算用のサービスコード並

びに算定単位が「1回につき」及

び「1日につき」のサービスコー

ドを記載する場合を除く） 

同 

※４ 

・夜間対応型訪問介護、小規模多

機能型居宅介護（介護予防を含

む）、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護及び複合型サービス（看

護小規模多機能型居宅介護）（た

だし、日割り計算用のサービスコ

ード並びに算定単位が「1回につ

き」及び「1 日につき」のサービ

スコードを記載する場合を除く） 

159 ３２５－２ 

※４ 

同 

※４に以下を追加 

・地域密着型通所介護における共

生型サービス 

・夜間対応型訪問介護における事

業所と同一建物の利用者又はこ

れ以外の同一建物の利用者 20 人

以上にサービスを行う場合 

160 ３２６ 
・緊急時施設療養情報レコード

（複数レコード） 
同 

・緊急時施設療養・緊急時施設診

療情報レコード（複数レコード） 

161 ３２７ 

項番４７ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番４７ 

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

162 ３３０ 

・特定診療費・特別療養費情報レ

コード（複数レコード） 同 

・特定診療費・特別療養費・特別

診療費情報レコード（複数レコー

ド） 

163 ３３７ 

項番２８～３９ 

<内容> 

緊急時施設療養費 

３３７ 

３３８ 

項番２８～３９ 

<内容> 

緊急時施設療養費・緊急時施設診

療費 

164 ３３７ 

項番２８～３９ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費 

３３７ 

３３８ 

項番２８～３９ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費 

165 ３３８ 

※８ ～省略～、項番１２「限度

額管理対象外単位数」には外部利

用型外単位数を設定する。～省略

～ 

同 

※８ ～省略～、項番１２「限度

額管理対象外単位数」には外部利

用型外給付単位数を設定する。～

省略～ 

166 ３３９ 

様式第二… 居宅サービス介護

給付費償還明細書 

～ 訪問介護・訪問入浴介護・訪

問看護・訪問リハ・居宅療養管理

指導・通所介護・通所リハ・福祉

用具貸与・定期巡回・随時対応型

訪問介護看護・夜間対応型訪問介

護・認知症対応型通所介護・小規

模多機能型居宅介護（短期利用以

外）・複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用以

外）・地域密着型通所介護・小規

模多機能型居宅介護（短期利

用）・複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用） 

同 

様式第二… 居宅サービス介護

給付費償還明細書 

～ 訪問介護・訪問入浴介護・訪

問看護・訪問リハ・居宅療養管理

指導・通所介護・通所リハ・福祉

用具貸与・定期巡回・随時対応型

訪問介護看護・夜間対応型訪問介

護・地域密着型通所介護・認知症

対応型通所介護・小規模多機能型

居宅介護（短期利用以外）・複合

型サービス（看護小規模多機能型

居宅介護・短期利用以外）・小規

模多機能型居宅介護（短期利

用）・複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用） 

167 ３３９ 
様式第二の二 

介護予防訪問介護 
同 

様式第二の二 

（削除） 

168 ３３９ 
様式第二の二 

介護予防通所介護 
同 

様式第二の二 

（削除） 

169 ― 

 

３３９ 

以下を追加 

様式第四の三… 居宅サービス

介護給付費明細書 

～ 介護医療院における短期入

所療養介護 

様式第四の四… 介護予防サー

ビス給付費請求明細書 

～ 介護医療院における介護予

防短期入所療養介護 

170 ― 

 

３３９－１ 

以下を追加 

様式第九の二… 施設介護給付

費請求明細書 

～ 介護医療院 

171 

３４０ 

～ 

３４２ 

 

同 

基本情報レコード 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

172 ― 
 

３４２－１ 
基本摘要情報レコード（複数レコ

ード）を追加 

173 ３４３ 

 

同 

明細情報レコード（複数レコー

ド） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

174 ３４３－１ 

 

同 

明細情報（住所地特例）レコード

（複数レコード） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

175 ３４４ 

緊急時施設療養情報レコード（複

数レコード） 

様式第九については、サービス提

供年月が平成２４年３月以前の

場合、以下の項目を設定する。 

 

同 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

費情報レコード（複数レコード） 

様式第九については、サービス提

供年月が平成２４年３月以前の

場合、以下の項目を設定する。 

但し、様式第四の三・四の四・九

の二については、サービス提供年

月が平成３０年４月以降の場合、

以下の項目を設定する。 

176 
３４４ 

３４４－１ 

 

同 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

費情報レコード（複数レコード） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

177 
３４４－２ 

３４４－３ 

 

同 

所定疾患施設療養費等情報レコ

ード（複数レコード） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

178 ３４７ 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード（複数レコード） 

サービス提供年月が平成１５年

４月以降の場合、以下の項目を設

定する。 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を設定する。 

同 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード（複数レコー

ド） 

サービス提供年月が平成１５年

４月以降の場合、以下の項目を設

定する。 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を設定する。様式第四の三・四

の四・九の二については、サービ

ス提供年月が平成３０年４月以

降の場合、以下の項目を設定す

る。 

179 ３４７ 

 

同 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード（複数レコー

ド） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

180 ３４９－２ 

 

同 

サービス計画情報レコード（複数

レコード） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

181 ３５０ 

 

同 

福祉用具販売費情報レコード 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

182 ３５１ 

 

同 

住宅改修情報レコード 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

183 
３５２ 

３５３ 

 

同 

集計情報レコード（複数レコー

ド） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

184 ３５３－１ 

*1 ～省略～、様式第四の二の場

合２５固定、様式第五の場合２３

固定、～省略～ 同 

*1 ～省略～、様式第四の二の場

合２５固定、様式第四の三の場合

２Ａ固定、様式第四の四の場合２

Ｂ固定、様式第五の場合２３固

定、～省略～ 

185 ３５３－１ 

*5 サービス提供年月が平成２

４年４月以降の外部サービス利

用型の場合、外部利用型外単位数

を設定する。 

同 

*5 サービス提供年月が平成２

４年４月以降の外部サービス利

用型の場合、外部利用型外給付単

位数を設定する。 

186 
３５３－２ 

３５３－３ 

 

同 

特定入所者介護サービス費用情

報レコード（複数レコード） 

「「様式第四の三・四の四」及び

「様式第九の二」 

の列を追加 

187 ３５３－４ 

 

同 

社会福祉法人軽減額情報レコー

ド（複数レコード） 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」 

の列を追加 

188 ３５４ 

 

同 

レコード構成図： 

レコードの編綴（ファイル内の格

納順序） 

「償還明細書情報（基本摘要情報

レコード）」を追加 

189 ３７４－４ 

 

同 

「（３）年間高額介護サービス費

給付判定結果情報」、「（４）年間

高額介護サービス費給付判定結

果情報（総合事業）」を追加 

190 ― 

 

４２９－１ 

「３．３．１９ 高額介護サービ

ス費月別集計処理情報（出力情

報）」 

を追加 

191 ― 

 

４２９－１ 

（１）高額介護サービス費月別集

計一覧表情報 

ヘッダレコードを追加 
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192 ― 
 

４２９－２ 
明細レコード（複数レコード） 

を追加 

193 ― 
 

４２９－３ 
集計レコード（複数レコード） 

を追加 

194 ― 
 

４２９－４ 
レコード構成図 

を追加 

195 ― 

 

４２９－５ 

（２）高額介護サービス費月別集

計一覧表情報（総合事業） 

ヘッダレコードを追加 

196 ― 
 

４２９－６ 
明細レコード（複数レコード） 

を追加 

197 ― 
 

４２９－７ 
集計レコード（複数レコード） 

を追加 

198 ― 
 

４２９－８ 
レコード構成図 

を追加 

199 ― 

 

４３０ 

「年間高額介護サービス費集計

を追加」 

の行、列を追加 

200 ― 
 

４３０－２ 
（９）年間高額介護サービス費集

計を追加 

201 ― 
 

４３１ 
「年間高額介護サービス費集計」

の列を追加 

202 ― 
 

４８０－１ 
高額介護サービス費月別集計一

覧表を追加 

203 ― 
 

４８０－２ 
高額介護サービス費月別集計一

覧表（総合事業）を追加 

204 ― 
 

５２８－１ 
高額介護サービス費月別集計一

覧表を追加 

205 ― 
 

５２８－２ 
高額介護サービス費月別集計一

覧表（総合事業）を追加 

206 ５９５ 

項番(1) 

<識別> 

1138 
同 

項番(1) 

<識別> 

1139 

※１５を追加 

207 ５９５ 

 

同 

以下を追加 

※１５ サービス提供年月が平

成２７年４月以降、平成３０年３

月以前の交換情報識別番号は、

“1138”を設定する。 

208 ５９５－１ 

項番(1) 

<識別> 

 1148 
同 

項番(1) 

<識別> 

1149 

※１６を追加 

209 ５９５－１ 

項番(2) 

<識別> 

 1118 
同 

項番(2) 

<識別> 

1119 

※１６を追加 
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210 ５９５－１ 

 

同 

以下を追加 

※１６ サービス提供年月が平

成２7 年４月以降、平成３０年３

月以前の交換情報識別番号は、

(1)の場合“1148”、(2)の場合

“1118”をそれぞれ設定する。 

211 ５９６ 

４：緊急時施設療養情報レコード

（複数レコード） 

緊急時施設療養を行った場合に

緊急時施設療養に関する情報 同 

４：緊急時施設療養・緊急時施設

診療情報レコード（複数レコー

ド） 

緊急時施設療養又は緊急時施設

診療を行った場合に緊急時施設

療養又は緊急時施設診療に関す

る情報 

212 ５９６ 

６：特定診療費・特別療養費情報

レコード（複数レコード） 

特定診療又は特別療養を行った

場合に特定診療又は特別療養に

関する情報 

同 

６：特定診療費・特別療養費・特

別診療費情報レコード（複数レコ

ード） 

特定診療、特別療養又は特別診療

を行った場合に特定診療、特別療

養又は特別診療に関する情報 

213 ５９６－１ 

 

同 

以下を追加 

１６：基本摘要情報レコード（複

数レコード） 

摘要種類と内容に関する情報 

214 ５９７ 

 

同 

「様式第四の三」、「様式第四の

四」、「様式第九の二」、「様式第

十五の三」、「様式第十五の四」を

追加 

215 ５９７ 

様式第七の三…  

給付実績 ～ 介護予防・日常生

活支援総合事業費請求明細書 

介護予防ケアマネジメント費） 

同 

様式第七の三… 

給付実績 ～ 介護予防・日常生

活支援総合事業費請求明細書  

(介護予防ケアマネジメント費） 

216 ５９７－１ 
 

同 
「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

217 ５９７－１ 
様式第十五・十五の二 

同 
様式第十五～十五の四 

218 ５９７－１ 
 

同 
「基本摘要情報レコード（複数レ

コード）」の行を追加 

219 ５９７－１ 
緊急時施設療養情報レコード（複

数レコード） 
同 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

情報レコード（複数レコード） 

220 ５９７－１ 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード（複数レコード） 同 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード（複数レコー

ド） 

221 ５９７－１ 

列：様式第ニの三 

行：社会福祉法人軽減額情報レコ

ード（複数レコード） 

表示：空白 

同 

列：様式第ニの三 

行：社会福祉法人軽減額情報レコ

ード（複数レコード） 

表示：○※5 

222 ５９７－１ 

※１… 緊急時治療費の実績が

ある場合（様式第九は平成２４年

３月以前提供分まで） 
同 

※１… 緊急時施設療養・緊急時

施設診療の実績がある場合（様式

第九は平成２４年３月以前提供

分まで） 
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223 ５９７－１ 

※２… 特定診療費・特別療養費

の実績がある場合のみ 同 

※２… 特定診療費・特別療養

費・特別診療費の実績がある場合

のみ 

224 ５９７－１ 

※５… 社会福祉法人軽減額の

情報がある場合のみ 
同 

※５… 社会福祉法人軽減額の

情報がある場合のみ（様式第二の

三は平成３０年４月以降提供分

から） 

225 ５９７－１ 

 

同 

以下を追加 

※１０… 基本摘要の実績があ

る場合のみ 

226 ５９８－２ 

 

同 

レコード構成図：様式第二の三 

社会福祉法人軽減額情報レコー

ドを追加 

227 ６００－２ 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

緊急時施設療養情報レコード 
同 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

情報レコード 

228 ６００－２ 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第四・四の

二 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

229 ― 
 

６００－３ 
レコード構成図：様式第四の三・

四の四を追加 

230 ６０１－１ 

レコード構成図：様式第五・五の

二 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第五・五の

二 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

231 ６０７－３ 

レコード構成図：様式第九 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード 

同 

レコード構成図：様式第九 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード 

232 ― 
 

６０７－４ 
レコード構成図：様式第九の二を

追加 

233 ６０９－１ 

レコード構成図：様式第十：特定

診療費・特別療養費情報レコード 同 

レコード構成図：様式第十：特定

診療費・特別療養費・特別診療費

情報レコード 

234 ６１２ 
様式第十五・十五の二 

同 
様式第十五・十五の二・十五の

三・十五の四 

235 ６１６－２ 

項番４７、５３ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番４７、５３ 

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 

236 ６１６－２ 

項番４８、５４ 

<内容> 

特定診療費又は特別療養費 
同 

項番４８、５４ 

<内容> 

特定診療費、特別療養費又は特別

診療費 

237 ６１６－３ 

項番５９、６５、７１、７７ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番５９、６５、７１、７７ 

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

238 ６１６－３ 

項番６０、６６、７２、７８ 

<内容> 

特定診療費又は特別療養費 
同 

項番６０、６６、７２、７８ 

<内容> 

特定診療費、特別療養費又は特別

診療費 

239 ６１６－４ 

項番８３、８９ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番８３、８９ 

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 

240 ６１６－４ 

項番８４、９０ 

<内容> 

特定診療費又は特別療養費 
同 

項番８４、９０ 

<内容> 

特定診療費、特別療養費又は特別

診療費 

241 ６１７ 
 

同 
「平成 30 年 4 月以降」の列を追

加 

242 ６１７ 

 

同 

「短期入所医療院」、「予防短期

医療院」、「介護医療院サービス」

の行を追加 

243 ６１７－１ 
 

同 
「平成 30 年 4 月以降」の列を追

加 

244 ６１７－１ 

 

同 

「短期入所医療院」、「予防短期

医療院」、「介護医療院サービス」

の行を追加 

245 ６１７－２ 
 

同 
「平成 30 年 4 月以降」の列を追

加 

246 ６１７－２ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”01”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1111”、”

1112”、 ”1113”、”1114”、”1115”、”

1116” 、”1117”、または、”1118”

の場合は”H1”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”、”

1139”の場合は”01”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、”

1111”、 ”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116” 、”1117”、”1118”、 

または、”1119”の場合は”H1”。 

247 ― 
 

６１７－３ 
・基本摘要情報レコード（複数レ

コード）を追加 

248 ６１８ 

項番２０ 

<備考> 

 

同 

項番２０ 

<備考> 

※９ 

249 ６１９ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”02”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147” 、”1148”、”1111”、 

”1112”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”D1”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”、”

1139”の場合は”02”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、”

1111”、”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、 

または、”1119”の場合は”D1”。 
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250 ６１９ 

※８ 

 

同 

※８に以下を追加 

・訪問介護（指定居宅介護事業所

で障害者居宅介護従業者基礎研

修課程修了者等により行われる

場合、指定居宅介護事業所で重度

訪問介護従業者養成研修修了者

により行われる場合又は指定重

度訪問介護事業所が行う場合）、

通所介護、短期入所生活介護、介

護予防短期入所生活介護、地域密

着型通所介護における共生型サ

ービス 

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問

看護、訪問リハビリテーション、

介護予防訪問入浴介護、介護予防

訪問看護、介護予防訪問リハビリ

テーション、夜間対応型訪問介護

における事業所と同一建物の利

用者又はこれ以外の同一建物の

利用者 20 人以上にサービスを行

う場合 

251 ― 
 

６１９－１ 
※９を追加 

252 ６１９－２ 

※５ 交換情報識別番号が”

1138”の場合には”14”。 

交換情報識別番号が”1148”、”

1118”の場合には”DD”。 

６１９－３ 

※５ 交換情報識別番号が”

1138”、”1139”の場合には”14”。 

交換情報識別番号が”1148”、”

1149”、”1118” 、”1119”の場合

には”DD”。 

253 ６１９－２ 

※６ 

６１９－３ 

※６に以下を追加 

・地域密着型通所介護における共

生型サービス 

・夜間対応型訪問介護における事

業所と同一建物の利用者又はこ

れ以外の同一建物の利用者 20 人

以上にサービスを行う場合 

254 ６２０ 
・緊急時施設療養情報レコード

（複数レコード） 
同 

・緊急時施設療養・緊急時施設診

療情報レコード（複数レコード） 

255 ６２１ 

項番４８  

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番４８  

<内容> 

緊急時施設療養費又は緊急時施

設診療費 

256 ６２１ 

※７ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”03”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1111”、 

”1112”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”D2”。 

同 

７  交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”、”

1139”の場合は”03”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、”

1111”、”1112”、”1113”、”1114” 、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”D2”。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

257 ６２１－３ 

※７ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”13”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1111”、 

”1112”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”または、”1118”

の場合は”DC”。 

同 

※７ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”、”

1139”の場合は”13”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、”

1111”、”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”DC”。 

258 ６２５ 

・特定診療費・特別療養費情報

レコード（複数レコード） 同 

・特定診療費・特別療養費・特別

診療費情報レコード（複数レコー

ド） 

259 ６２６ 

※６ 交換情報識別番号が”

1132”、”1133”、”1134”、”1135”、”

1136”、”1137”、”1138”の場合は”

04。 

交換情報識別番号が”1142”、”

1143”、”1144”、”1145”、”1146”、

“1147”、“1148”、”1112”、”

1113”、”1114”、”1115”、”1116”、”

1117”、または、”1118”の場合は”

D3。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1132”、”1133”、”1134”、”1135”、”

1136”、”1137”、”1138”、”1139”

の場合は“04”。 

交換情報識別番号が”1142”、”

1143”、”1144”、”1145”、”1146”、

“1147”、“1148”、“1149”、”

1112”、 ”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、”1118”、または、”

1119”の場合は“D3”。 

260 ６２９－３ 

※７ 交換情報識別番号が”

1136”、”1137”、”1138”の場合は”

06”。 

交換情報識別番号が”1146”、”

1147”、”1116”、”1117”、または、”

1118”の場合は”D5”。 

同 

※７ 交換情報識別番号が”

1136”、”1137”、”1138”、”1139”

の場合は”06”。 

交換情報識別番号が”1146”、”

1147”、”1148”、”1149”、”1116”、”

1117”、”1118”、または、”1119”

の場合は”D5”。 

261 ６３０ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”07”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1111”、 

”1112”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”D6”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”、”

1139”の場合は”07”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、”

1111”、 ”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”D6”。 

262 ６３１ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”08”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1111”、 

”1112”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”D7”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138” 、”

1139”の場合は”08”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、”

1111”、 ”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”D7”。 
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263 ６３２ 

表：高額介護サービス費情報レコ

ード 行：項番７ 列：備考 

※１ 

 

同 

表：高額介護サービス費情報レコ

ード 行：項番７ 列：備考 

※１ ※７ 

 

264 ６３２ 

※４ 給付実績区分コードが”

１”(現物)の場合は未設定。 

給付実績区分コードが”２”(償

還)の場合は“3411”または“3421”

を設定する。 

なお、介護給付費にかかる高額介

護（介護予防）サービス費は”

3411”、総合事業費にかかる高額

介護予防サービス費は”3421”。 

同 

※４ 給付実績区分コードが”

１”(現物)の場合は未設定。 

給付実績区分コードが”２”(償

還)の場合は“3411”、“3412”、

“3421”または“3422”を設定す

る。 

なお、介護給付費にかかる月間の

高額介護（介護予防）サービス費

は”3411”、総合事業費にかかる

月間の高額介護予防サービス費

は”3421”。処理年月が平成３０

年９月以降、介護給付費にかかる

年間の高額介護（介護予防）サー

ビス費は”3412”、総合事業費に

かかる年間の高額介護予防サー

ビス費は”3422”を設定する。 

介護給付費にかかる月間の高額

介護（介護予防）サービス費”

3411”、総合事業費にかかる月間

の高額介護予防サービス費”

3421”を提出する際は、支給額に

応じて変動が発生する介護給付

費にかかる年間の高額介護（介護

予防）サービス費”3412”、総合

事業費にかかる年間の高額介護

予防サービス費”3422”を提出す

る。 

265 ６３２－１ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”の場合は、”

09”。 

”1138”の場合は、介護給付費に

かかる高額介護（介護予防）サー

ビス費は”09”、総合事業費にか

かる高額介護予防サービス費の

場合は”15”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1111”、”1112”、”

1113”、”1114”、”1115”、”1116”、”

1117”の場合は、”D8”。 

”1148”、”1118”の場合は、介護

給付費にかかる高額介護（介護予

防）サービス費は”D8”、総合事

業費にかかる高額介護予防サー

ビス費は”DE”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”の場合は、”

09”。 

”1138”、”1139”の場合は、介護

給付費にかかる高額介護（介護予

防）サービス費は”09”、総合事

業費にかかる高額介護予防サー

ビス費の場合は”15”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1111”、”1112”、”

1113”、”1114”、”1115”、”1116”、”

1117”の場合は、”D8”。 

”1148”、”1149”、”1118”、”1119”

の場合は、介護給付費にかかる高

額介護（介護予防）サービス費は”

D8”、総合事業費にかかる高額介

護予防サービス費は”DE”。 
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266 ― 

 

６３２－１ 

※７ 介護給付費にかかる年間

の高額介護（介護予防）サービス

費及び総合事業費にかかる年間

の高額介護予防サービス費の場

合は、対象の年度の 8月を設定す

る。（2017 年度分の場合は、

201708 とする） 

267 
６３４ 

６３５ 

項番２９～４０ 

<内容> 

緊急時施設療養費 
同 

項番２９～４０ 

<内容> 

緊急時施設療養費・緊急時施設診

療費 

268 
６３４ 

６３５ 

項番２９～４０ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費 
同 

項番２９～４０ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費 

269 
６３５ 

６３６ 

項番５０～５７ 

<内容> 

緊急時施設療養費 

６３６ 

６３６－１ 

項番５０～５７ 

<内容> 

緊急時施設療養費・緊急時施設診

療費 

270 
６３５ 

６３６ 

項番５０～５７ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費 
６３６ 

６３６－１ 

項番５０～５７ 

<内容> 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費 

文字サイズ 縮小 

271 ６３６ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”

の場合は”10”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1111”、 

”1112”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”T1”。 

６３６－１ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”、”1138”、”

1139”の場合は”10”。 

交換情報識別番号が”1141”、”

1142”、”1143”、”1144”、”1145”、”

1146”、”1147”、”1148”、”1149”、 

”1111”、”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”T1”。 

272 ６３６－１ 

※９ ～省略～、項番１３「限度

額管理対象外単位数」には外部利

用型外単位数を設定する。～省略

～、 

同 

※９ ～省略～、項番１３「限度

額管理対象外単位数」には外部利

用型外給付単位数を設定する。～

省略～、 

273 ６３６－４ 

※６ 交換情報識別番号が”

1133”、”1134”、”1135”、”1136”、”

1137”、”1138”の場合は”11”。 

交換情報識別番号が”1143”、”

1144”、”1145”、”1146”、”1147”、”

1148”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”D9”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1133”、”1134”、”1135”、”1136”、”

1137”、”1138”、”1139”の場合は”

11”。 

交換情報識別番号が”1143”、”

1144”、”1145”、”1146”、”1147”、”

1148”、”1149”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”D9 
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274 ６３６－５ 

※６ 交換情報識別番号が”

1133”、”1134”、”1135”、”1136”、”

1137”、または、”1138”の場合は”

12”。 

交換情報識別番号が”1143”、”

1144”、”1145”、”1146”、”1147”、”

1148”、”1113”、”1114”、”1115”、”

1116”、”1117”、または、”1118”

の場合は”DA”。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”

1133”、”1134”、”1135”、”1136”、”

1137”、”1137”、”1138”、または、”

1139”の場合は”12”。 

交換情報識別番号が”1143”、”

1144”、”1145”、”1146”、”1147”、”

1148”、1149”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”、”1118”、

または、”1119”の場合は”DA”。 

275 ６３６－７ 

※６ 交換情報識別番号が”

1118”の場合は”DB”。 交換情報

識別番号が”1131”～”1138”、”

1141”～”1148”、または、”1111

“～”11１7”の場合、本レコー

ドは使用しない。 

同 

※６ 交換情報識別番号が”1118

～1119”の場合は”DB”。 交換情

報識別番号が”1131”～”1139”、”

1141”～”1149”、または、”1111

“～”1117”の場合、本レコード

は使用しない。 

276 ６３７ 

 

同 

「様式第四の三」、「様式第四の

四」、「様式第九の二」、「様式第十

五の三」、「様式第十五の四」を追

加 

277 ６４０－２ 
 

同 
「様式第三・三の二」の列を追加 

278 

６４０－２ 

～ 

６４０－５ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

279 

６４０－２ 

～ 

６４０－５ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

280 ― 
 

６４０－６ 
「基本摘要情報レコード（複数レ

コード）」を追加 

281 

６４１ 

～ 

６４４－２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

282 

６４１ 

～ 

６４４－２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

283 ６４３ 
緊急時施設療養情報レコード（複

数レコード） 
同 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

情報レコード（複数レコード） 

284 ６４８ 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード（複数レコード） 

 

同 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード（複数レコー

ド） 

285 ６４８ 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を設定する。 同 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を設定する。第四の三・四の

四・九の二については、サービス

提供年月が平成３０年４月以降

の場合、以下の項目を設定する。 

286 
６４８ 

６４９ 

 
同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

287 
６４８ 

６４９ 

様式第十五・十五の二 
同 

様式第十五～十五の四 
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288 

６５２－２ 

～ 

６５８ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

289 

６５２－２ 

～ 

６５８ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

290 ６５９ 

※１ ～省略～、様式第四の二の

場合２５固定、様式第五の場合２

３固定、～省略～ 同 

※１ ～省略～、様式第四の二の

場合２５固定、様式第四の三の場

合２Ａ固定、様式第四の四の場合

２Ｂ固定、様式第五の場合２３固

定、～省略～ 

291 ６５９ 

※６ サービス提供年月が平成

２４年４月以降の外部サービス

利用型の場合、外部利用型外単位

数を設定する。 

同 

※６ サービス提供年月が平成

２４年４月以降の外部サービス

利用型の場合、外部利用型外給付

単位数を設定する。 

292 

６５９－１ 

～ 

６５９－３ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

293 

６５９－１ 

～ 

６５９－３ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

294 ６６０ 
 

同 
「様式第四の三」、「様式第四の

四」を追加 

295 ６６０－１ 
 

同 
「様式第九の二」、「様式第十五

の三」、「様式第十五の四」を追加 

296 

６６４－１ 

～ 

６６４－４ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

297 

６６４－１ 

～ 

６６４－４ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

298 ― 
 

６６４－５ 
「基本摘要情報レコード（複数レ

コード）」を追加 

299 

６６５ 

～ 

６６６－２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

300 

６６５ 

～ 

６６６－２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

301 ６６７ 
緊急時施設療養情報レコード（複

数レコード） 
同 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

情報レコード（複数レコード） 

302 

６６７ 

～ 

６６８－２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

303 

６６７ 

～ 

６６８－２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

304 ６７２ 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード（複数レコード） 同 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード（複数レコー

ド） 
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305 ６７２ 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を出力する。 同 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を出力する。第四の三・四の

四・九の二については、サービス

提供年月が平成３０年４月以降

の場合、以下の項目を出力する。 

306 
６７２ 

６７３ 

 
同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

307 
６７２ 

６７３ 

様式第十五・十五の二 
同 

様式第十五～十五の四 

308 

６７６－２ 

～ 

６８２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

309 

６７６－２ 

～ 

６８２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

310 ６８３ 

※１ ～省略～、様式第四の二の

場合２５固定、様式第五の場合２

３固定、～省略～ 同 

※１ ～省略～、様式第四の二の

場合２５固定、様式第四の三の場

合２Ａ固定、様式第四の四の場合

２Ｂ固定、様式第五の場合２３固

定、～省略～ 

311 ６８３ 

※６ サービス提供年月が平成

２４年４月以降の外部サービス

利用型の場合、外部利用型外単位

数を設定する。 

同 

※６ サービス提供年月が平成

２４年４月以降の外部サービス

利用型の場合、外部利用型外給付

単位数を設定する。 

312 

６８３－１ 

～ 

６８３－２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

313 

６８３－１ 

～ 

６８３－２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

314 ６８３－３ 

 

同 

「様式第二・二の二」、「様式第四

の三・四の四」、「様式第九の二」

の列を追加 

315 ６８３－３ 
様式第十五・十五の二 

同 
様式第十五～十五の四 

316 ６８４ 
 

同 
「様式第四の三」、「様式第四の

四」を追加 

317 ６８４－１ 
 

同 
「様式第九の二」、「様式第十五の

三」、「様式第十五の四」を追加 

318 

６８８－１ 

～ 

６８８－４ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

319 

６８８－１ 

～ 

６８８－４ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

320 ６８８－２ 

項番２９ 

<項目名> 

宛名番号 

同 

項番２９ 

<項目名> 

宛名番号 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

321 ― 
 

６８８－５ 
「基本摘要情報レコード（複数レ

コード）」を追加 

322 

６８９ 

～ 

６９０－２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

323 

６８９ 

～ 

６９０－２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

324 ６９１ 
緊急時施設療養情報レコード（複

数レコード） 
同 

緊急時施設療養・緊急時施設診療

情報レコード（複数レコード） 

325 

６９１ 

～ 

６９２－２ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

326 

６９１ 

～ 

６９２－２ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

327 ６９６ 

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード（複数レコード） 同 

特定診療費・特別療養費・特別診

療費情報レコード（複数レコー

ド） 

328 ６９６ 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、以下の項

目を出力する。 同 

但し、様式第四・四の二・九につ

いては、サービス提供年月が平成

２０年５月以降の場合、第四の

三・四の四・九の二については、

サービス提供年月が平成３０年

４月以降の場合、以下の項目を出

力する。 

329 
６９６ 

６９７ 

 
同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

330 
６９６ 

６９７ 

様式第十五・十五の二 
同 

様式第十五～十五の四 

331 

７００－２ 

～ 

７０６ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 

332 

７００－２ 

～ 

７０６ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

333 ７０６ 

様式十五・十五の二 

項番４３ 

○ 

同 

様式十五・十五の二 

項番４３ 

空白 

334 ７０７ 

※１ ～省略～、様式第四の二の

場合２５固定、様式第五の場合２

３固定、～省略～ 同 

※１ ～省略～、様式第四の二の

場合２５固定、様式第四の三の場

合２Ａ固定、様式第四の四の場合

２Ｂ固定、様式第五の場合２３固

定、～省略～ 

335 ７０７ 

※５ サービス提供年月が平成

２４年４月以降の外部サービス

利用型の場合、外部利用型外単位

数を設定する。 

同 

※５ サービス提供年月が平成

２４年４月以降の外部サービス

利用型の場合、外部利用型外給付

単位数を設定する。 

336 

７０７－１ 

～ 

７０７－４ 

 

同 

「様式第四の三・四の四」及び「様

式第九の二」の列を追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

337 

７０７－１ 

～ 

７０７－４ 

様式第十五・十五の二 

同 

様式第十五～十五の四 

338 ７０７－３ 

様式二の三 

項番１～２０ 

空白 

同 

様式二の三 

項番１～２０ 

○ 

339 ７０８ 

 

同 

レコード構成図： 

レコードの編綴（ファイル内の格

納順序） 

「給付実績情報（基本摘要情報レ

コード）」を追加 

340 ７２６ 

 

同 

目コード（介護予防・日常生活支

援総合事業）の名称を変更した帳

票イメージに差し換え 

 


